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本来の交付額となる年度 11年間 5年間 

※普通交付税は、人口などの増減により変動します。 

5年間で約25億円の 
急激な減少 
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平成22年度は2億5,000万円を積み立て 

歳入の減少＝歳出の減少 

抑制 

充当・活用 

普通交付税の逓減がはじまる前から歳出を削減し、積み立
てを開始。後年度の財源とし、「歳入の削減に伴う歳出の急
激な減少の緩和」を図ります。 

平成26年度まで…合併前団体での算定合計額で交付。 
平成27年度～平成31年度…段階的に逓減。 
平成32年度以降　京丹後市本来の交付額 
　→平成32年度の交付額は平成26年度と比較すると 
　　約25億円の減少が見込まれます。 

普通交付税合併算定替の逓減普通交付税合併算定替の逓減 普通交付税合併算定替の逓減普通交付税合併算定替の逓減 普通交付税合併算定替の逓減 早期歳出抑制による歳出の激変を緩和早期歳出抑制による歳出の激変を緩和 早期歳出抑制による歳出の激変を緩和早期歳出抑制による歳出の激変を緩和 早期歳出抑制による歳出の激変を緩和 

普通交付税の推移（イメージ） 歳出構造（イメージ） 

基金を創設し、後年度に充当・活用 
　　急激な歳出の減少を緩和 

※第2次京丹後市行財政改革推進計画の詳細は市ホームページ（http://www.city.kyotango.lg.jp）でご覧いただけます。 

（抜すい） 

　合併後の一定期間に限り、合併前と後の団体で算定し
た普通交付税の額を比較し、多い方が交付される特例措
置です。本市の場合は、平成16年度～平成26年度の間は、
合併算定替額の全額が交付され、平成27年度～平成31
年度の５年間で段階的に逓減。平成32年度からは、京丹
後市本来の交付額となります。 

　合併団体のみが発行できる地方債で、本市の場合は平
成26年度まで発行することができます。対象事業費の概ね
95㌫の市債を借り入れることができ、その元利償還金の70
㌫が後年度の普通交付税に算入されます。 

普通交付税の合併算定替 合併特例事業債 

企業会計（水道事業、病院事業）および特
別会計（国民健康保険事業、公共下水道事業、
介護保険事業など）の経営改善を図り、一
般会計からの繰出金の適正化に努めます。 

下水道事業について、利用者負担のあり方を
検討します。 

簡易水道事業について、利用者負担のあり
方を検討します。 

庁内体制などを整備し、市をあげて公共下
水道事業の水洗化（接続）率の向上に取り
組みます。 

実施時期については、平成24年度と仮置き
していますが、具体的には負担内容を含め
て検討の結果によります。 

実施時期については、平成23年度と仮置き
していますが、具体的には負担内容を含め
て検討の結果によります。 

安定した国保財政に向けて 

　国民健康保険（国保）は、病気になったときや

ケガをしたときに安心して治療が受けられるように、

被保険者が保険税を出し合い、必要な医療費に

充てて相互に助け合う医療保険です。 

　保険税の収納対策や国・府支出金などさまざ

まな歳入確保と医療費適正化対策により保険税

を据え置いて運営してきましたが、被保険者のか

たがたが医療機関などで受診されたときに発生

する保険給付費が年々増加しており、平成22
年度から、平成20年度平均額と比較して保険
税を一般被保険者1人当たり平均17.5％引
き上げざるを得ない状況になりました。被保
険者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。 

※詳細は、「国保だより」でお知らせします。 

　本市では、「普通交付税の合併算定替」や「合併特例事業債」などといった合併による特例措置が平成27
年度以降に縮減・終了することから、その後の安定的な行政サービスの提供を確保するための、早期の対
応が必要となっています。そのため今年度を「持続可能な財政運営に向けた具体的な取り組みを開始する
初年度」と位置づけ、後年度の財源とするための「合併特例措置逓減対策準備基金」を創設。平成22年度
は、2億5,000万円を積み立てることとしています。 

　今年度で合併から7年目を迎え、「合併特例措置」が適用される期間もあと5年となりました。普通交付税につい
ては平成27年度～平成31年度の5年間で段階的に削減され、平成32年度からは京丹後市本来の交付額となりま
す。（平成32年度の普通交付税は、現行制度が変わらないとするなら、平成26年度と比較すると約25億円の減少
が見込まれます） 
　そのため、合併特例措置が適用されているうちから歳出の抑制を図り、後年度に充当・活用できる基金を積み立
てることで、普通交付税の削減期間を実質的に延長。「歳入の削減に伴う歳出の急激な減少の緩和」を図ります。 
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保険給付費と保険税の推移 
保険給付費 

保険税 

特別会計等の経営健全化 
持続可能な財政運営に向け 
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歳出縮減の激変を緩和 


